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興津川非出資漁業協同組合 

内共第１３号５種共同漁業権遊漁規則 
 

（目 的） 



第１条 この規則は、興津川非出資漁業協同組合が免許を受けた内共第１３号５種共同漁 
業権係る漁場の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となって 
いる水産動植物（あゆ、うなぎ、にじます、あまご、おいかわ、もくずがに）の 
採捕（以下「遊漁」という）について制限事項を定めることを目的とする。 
 

（遊漁料の納付義務等） 
第２条 この漁場区域内で遊漁しようとする者は、あらかじめ第６条の遊漁料を納付しな 

ければならない。 
 

（遊魚の方法、規模等の制限） 
第３条 次の表の、ア欄に掲げる遊魚は、それぞれイ欄の遊漁方法により、ウ欄の規模の 

範囲内において、エ欄の区域内及びオ欄の期間中でなければこれを行ってはなら 
ない。 
 

ア 魚種 イ 漁法 ウ 規模 エ 区域 オ 期間 
あゆ 友釣 

リール・疑似オ

トリ禁止 

チラシ針は２本以

内 
いかり針は 1 段 4
本以内 

全域 ５月２０日以後で組

合が定め公示する日

から１２月３１日ま

で 
ドブ釣 
 

ルアー・フライを

除く 
掛釣  谷津福山渕

下流端から

河口までの

区域 

７月１日～ 
１２月３１日 

小島梨の木

堰堤下流端

から福山渕

下流端まで

の区域 

１０月１１日～ 
１２月３１日 

流し毛針釣  全域 ７月１日～ 
１２月３１日 

うなぎ 餌釣・置針 
はえ縄、うげは

禁止 

餌釣は 1 本以内 
置針は 5 本以内 

全域 ４月１日～ 
９月３０日 
 
 

あまご えさ釣 針は１本 全域 ３月１日～ 



和式毛針釣 ルアー・フライは

除く 
 
 
全域 

１０月１４日 
 
３月１日～ 
１０月１４日 

にじます えさ釣 針は１本 
和式毛針釣 ルアー・フライは

除く 
おいかわ えさ釣  全域 鮎解禁日～ 

翌年３月３１日 
おいかわうげは 
11 月 1～翌年 2 月末

迄は禁漁 

和式毛針釣 ルアー・フライは

除く 
おいかわうげ ガラスうげは除く 

もくずがに 蟹もじり 蟹もじり登録遊漁

者に限り 2 本以内 
全域 １０月１日～ 

翌年２月末まで 釣 
 
２ 前項の規定にかかわらず次の表ア欄に掲げる魚種についてイ欄に掲げる区域内に 

おいてウ欄に掲げる漁具漁法によって、それぞれエ欄の期間中に遊漁してはなら 
ない。 
 

ア 魚種 イ 区域 ウ 漁具・漁法 エ 期間 
全魚種 各堰堤魚道上下それぞれ 10

㍍の区域 
全漁具 
全漁法 

周年 

各堰堤下流端より下流 10 ㍍

の区域 
八木間新浦安橋上流端から河

口までの区域 
10 月 11 日～ 
12 月 15 日迄 

あゆ 全区域 全漁法 午後７時から 
午前５時迄 

 
（全長制限） 
第４条 第３条の規定にかかわらず、次の表のア欄に掲げる魚種についてはイ欄に掲げる 

大きさのものを採捕してはならない。 
 

ア 魚 種 イ 大きさ（全長） 
あ ゆ １０㎝以下 
う な ぎ ３０㎝以下 
あ ま ご １５㎝以下 
に じ ま す  １５㎝以下 



もくずがに ５㎝以下（甲幅） 
 
（釣り大会のための遊魚の制限） 
第５条 組合が釣大会等を開催するため一定期間、一定区域における遊漁を制限した場合 

は、これに従わなければならない。 
  ２ 組合は、前項の制限をしようとする場合は、その１０日前までにその旨を公示し 

なければならない。 
  ３ 前項の公示は組合の公示場に公示するものとする。 
 
（遊漁料の額および納付の方法） 
第６条 第２条の規定により、組合が定める遊漁証取扱店の場所において納付する。 

遊漁料の取扱店は、「興津川案内図」に示す。 
遊漁料は次表のとおりとする。ただし遊魚をする場所において漁場監視員に納付

するときは、次表の遊漁料に１,０００円を付加して得た額とする。 
 

魚   種 漁具漁法 遊  漁  料  
１ 日 全 期 間 

全魚種 ただし、蟹もじり

及びうなぎ置針釣は除く 
釣 1,500円     7,000円 

もくずがに 
（全魚種登録遊漁者） 

蟹もじり 
2 本以内 

 1 本 1,500円 
2 本 3,000円 

うなぎ 
（全魚種登録遊漁者） 

置針 5 本以内  1 本  500円 
5 本 2,500円 

あまご 
ます 

えさ釣り 
和式毛針釣り 

1,500円     7,000円 

おいかわ 釣 300円     1,000円 
 
もずくがに漁の蟹もじり、及びうなぎ漁に際しては、１本ごとに興津川非出資漁業協同 
組合が発行する鑑札をつけるものとする。また、うなぎ置針漁については針 1 本につ

き鑑札 500円を加えた額とする。 
 

 
２ 前項の規定に関わらず、次の者は次表遊漁料とする。 
 

遊漁者 魚種 
遊  漁  料  

１ 日 全 期 間 



 
３ 第５条に基づく大会等における大会遊漁料、前２項の規定にかかわらず次のとお

りとする。 
 

大 会 名 参     加     料 
大 人 
（高校生以上） 

小 学 生 中学生・女性 
身体障害者 

あゆ友釣り大会 2,000円 800円 1,000円 
にじます釣り大会 3,000円 800円 1,500円 

 
（遊漁証に関する事項） 
第７条 組合は、第２条の遊漁料の納付を受けたときは、「遊漁証」を交付する。遊漁証に

は、以下の事項を記載する。 
   ① 遊漁者の氏名・年齢 
   ② 遊漁証取扱店名又は番号 
   ③ 許可魚種 
   ④ 日券にあっては、交付日 
  ２ 遊漁者は遊魚をするときは遊漁証を携帯しなければならない。 
  ３ 遊漁証は他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 
  ４ 遊漁者は漁場監視員の要求があったときは、遊漁証を提示しなければならない。 
 
（遊魚に際し守るべき事項） 
第８条 遊漁者は相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。 
 
（漁場監視員） 
第９条 漁場監視員は漁場監視員証を携帯し、かつ漁場監視員であることを表示する腕章

をつけなければならない。また、漁場監視員証には、以下の内容を記載する。 
 
① 氏名及び年令 
② 住所 
③ 有効期限 
④ 発行日 
⑤ 発行者 

中学生以下の

幼児・児童 
全魚種 無料 

高校生、女性、 
身体障害者 

全魚種   500円 
（確認済証は漁協で発行） 



 
（違反者に対する措置） 
第 10 条 組合は遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊魚の中止を命じ、 

または以後その者の遊魚を拒絶することがある。この場合遊漁者が既に納付した

遊漁料の払戻しはしないものとする。 
 

（付  則） 
この規則は令和６年 １月 １日から施行する 

 


